F A X送信表　　　　　　　　平成　　年　　月　　日
食事の変更について

	利用日の1週間前までの変更
	利用日の１週間前を過ぎて前日までの変更

	○10食以内の食事数変更可能
	○5食以内の食事数変更可能

	○自炊材料・補食の10食以内の食数変更可能
	※変更は不可能です。


食 事 申 込 書

（利 用 者 用）

	
	申込日　月　　日

	利用期間
	　年　　　月　 　日～　　 日
	食事変更について

	団体名
	
	①自炊材料、補食（ﾊﾟﾝ・ｼﾞｭｰｽ）特別食について1週間前までの変更が可能です。

	給　　　　食
	日
	朝
	昼
	夕
	

	
	日
	
	
	
	②給食食事数は利用前日まで5食以内の変更が可能です。

	
	日
	
	
	
	備考 　



	
	日
	
	
	
	

	
	日
	
	
	
	

	自　炊
	日
	朝・昼・夕
	日
	朝・昼・夕
	＜変更連絡先＞　午前9時～午後5まで

	
	食
	献立
	食
	献立
	大阪府立

青少年海洋センター

	
	
	班
	
	班
	


· 利用日の１ヶ月前迄には食数を記入の上、必ずＦＡＸでご連絡をお願い致します。

FAXをお持ちでない方はお電話でご連絡下さい。補食（ｼﾞｭｰｽ・ﾊﾟﾝ）をご注文される場合は備考欄に何日の何時にどの種類の物を何個提供かまでご記入お願い致します。




TEL　072-494-1811


FAX　072-494-1735








